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甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例制定について 

甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例を次のように定める。 

  令和６年６月１０日提出 
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甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例 

（甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第１条 甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年９月条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。 

第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。 

第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。 

第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０

人」を「２５人」に改める。 

 （甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０

年１２月条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

  第３４条中「婦人相談所」を「里親支援センター、女性相談支援センター」に



改める。 

  第３７条第２項中「２０人」を「１５人」に、「３０人」を「２５人」に改め

る。 

 （甲府市認定こども園の認定に係る要件を定める条例の一部改正） 

第３条 甲府市認定こども園の認定に係る要件を定める条例（平成３０年１２月条

例第５６号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項の表中「２０人」を「１５人」に、「３０人」を「２５人」に改

める。 

 （甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第４条 甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成３０年１２月条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第３項の表中「３０人」を「２５人」に、「２０人」を「１５人」に改

める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 当分の間、第１条の規定による改正後の甲府市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項

及び第４７条第２項、第２条の規定による改正後の甲府市児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準を定める条例第３７条第２項、第３条の規定による改正後の

甲府市認定こども園の認定に係る要件を定める条例第４条第２項及び第４条の規

定による改正後の甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を

定める条例第６条第３項の規定は、適用しない。この場合において、第１条の規

定による改正前の甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項、第

２条の規定による改正前の甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定

める条例第３７条第２項、第３条の規定による改正前の甲府市認定こども園の認

定に係る要件を定める条例第４条第２項及び第４条の規定による改正前の甲府市

幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第６条第３項

の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。 



提案理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、保育士等の

配置に係る所要の改正を行う等については、この条例を制定する必要がある。これ

が、この条例案を提出する理由である。 


